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TTC DSL 専門委員会 スペクトラム管理 SWG （第９回） 

 

 

平成１６年３月２６日 

長野県協同電算 

 

 

 

 

「ＯＬの干渉による影響はあまり大きくない」 

 

 

 はじめにＡＤＳＬ回線（ＦＤ）を青／白ペア線に実装し、干渉源をフルオーバラップ方式のＡＤＳＬ回線

（ＯＬ）にして伝送速度を測定した。以下は測定結果である。 

 

 
 干渉源 干渉モデル 下り速度 上り速度 下り低下量 上り低下量 

短ユニゲージ － － ７６８０ｋｂｐｓ ９２８ｋｂｐｓ － － 

短ユニゲージ ＯＬ モデルｘ１ ７６１６ｋｂｐｓ ８９６ｋｂｐｓ ６４ｋｂｐｓ ３２ｋｂｐｓ 

短ユニゲージ ＯＬ モデルｘ４ ７５５２ｋｂｐｓ ８６４ｋｂｐｓ １２８ｋｂｐｓ ６４ｋｂｐｓ 

短ユニゲージ ＯＬ モデルｘ５ ７５５２ｋｂｐｓ ８３２ｋｂｐｓ １２８ｋｂｐｓ ９６ｋｂｐｓ 

 
 干渉源 干渉モデル 下り速度 上り速度 下り低下量 上り低下量 

長ユニゲージ － － ４５１２ｋｂｐｓ ７６８ｋｂｐｓ － － 

長ユニゲージ ＯＬ モデルｘ１ ４５１２ｋｂｐｓ ７３６ｋｂｐｓ ０ｂｐｓ ３２ｋｂｐｓ 

長ユニゲージ ＯＬ モデルｘ４ ４４８０ｋｂｐｓ ６４０ｋｂｐｓ ３２ｋｂｐｓ １２８ｋｂｐｓ 

長ユニゲージ ＯＬ モデルｘ５ ４４４８ｋｂｐｓ ６４０ｋｂｐｓ ６４ｋｂｐｓ １２８ｋｂｐｓ 

 

 

 ＯＬの干渉によるＦＤの上り伝送速度低下の割合と、ＳＤＳＬ１．０やＳＤＳＬ１．５の干渉によるＦＤの下

り伝送速度低下の割合を以下の表にまとめる。 

 

 
下り低下率 上り低下率  干渉モデル 

ＳＤＳＬ１．０ ＳＤＳＬ１．５ ＯＬ 

短ユニゲージ モデルｘ１ 約６％ 約１３％ 約３％ 

短ユニゲージ モデルｘ４ 約１３％ 約１８％ 約７％ 

短ユニゲージ モデルｘ５ 約１４％ 約２０％ 約１０％ 

長ユニゲージ モデルｘ１ 約１４％ 約１８％ 約４％ 

長ユニゲージ モデルｘ４ 約２８％ 約３８％ 約１７％ 

長ユニゲージ モデルｘ５ 約２９％ 約３９％ 約１７％ 

 

 

 どの場面でも、ＳＤＳＬ１．０やＳＤＳＬ１．５の干渉によるＦＤの下り伝送速度低下の割合のほうが、か

なり大きい。 
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一部事業者等の、「過去に、ＦＤの上り帯域を犠牲にしてＯＬの収容を容認したわけであるから、ＦＤ

の下り帯域を犠牲にしてＥＵの収容を容認しないのは、不公平である」との意見は、実測値の認識作業

と算定からではなく、感覚に依存しているように思える。不公平さを是正する目的でＥＵの収容を容認

するのであれば、少なくとも以下の条件が満たされなければならない。 

 

 

１） ＥＵが上り伝送で使用する周波数の上限を、ＦＤの下り伝送速度を２０％以上低下させない地点に

まで落とす。あるいは、ＦＤの下り伝送速度を２０％以上低下させないように、ＥＵに距離制限や収

容規制を施す。 

２） 一方、ＦＤの上り伝送速度を２０％まで低下させてもよいという条件で、ＯＬの自由な収容を容認す

る。たとえば弊社の場合、ＯＬはすべてシェイプドオーバラップ方式のＡＤＳＬ回線（「ｓＯＬ」と呼ぶ）

に変更したが、さしあたり限界線路長が３．５ｋｍ以下の回線は、すべてＯＬ（フルオーバラップ方式

のＡＤＳＬ回線）に戻し、また事後対策を行わなくてもよいものとする。 

３） 上り伝送で１８０ｋＨｚ超までの周波数を使用し、また線路条件に応じて変調速度が変化するＣＡＰ

方式のＡＤＳＬ回線等の収容も容認する。 

 

 

 以上のことを加味し、さしあたり本寄書では以下のことを提起する。 

 

 

１） 第三版は、ＥＵがＦＤの下り伝送速度を２０％以上低下させないような規制を施すものとして制定さ

れなければならない。 

２） 一方、ＯＬがＦＤの上り伝送速度を２０％まで低下させてもよいようなものとして制定されなければ

ならない。 

３） また他のｘＤＳＬ回線を、ＥＵやＯＬと同様な規制の下で収容することができるものとして制定されな

ければならない。 

 

 

以上 

 

 

 

 


